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広島県立佐伯高等学校通学費補助金交付要綱

平成２９年４月１日

告示第１３０号

（趣旨）

第１条 市は、広島県立佐伯高等学校（以下「佐伯高校」という。）に通

学する生徒に係る経済的負担を軽減することにより佐伯高校の振興を図

るため、当該生徒の保護者に対し、予算の範囲内において広島県立佐伯

高等学校通学費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則（平成５年規則第１０

号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定める

ところによる。

（一部改正〔令和２年告示１５６号〕）

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 通学費 自宅から佐伯高校へ通学するために利用するバス、鉄道等

に係る通学用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」

という。）の購入に要する経費をいう。

(2) 保護者 学校教育法（昭和２２年法律２６号）第１６条に規定する

保護者をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

佐伯高校に通学する生徒の保護者であって、実際に通学費を負担してい

る者（この要綱以外の法令等により通学費の全部又は一部の支給を受け

ている者を除く。）とする。

（一部改正〔令和２年告示１５６号〕）

（補助対象期間）

第４条 補助対象期間は、佐伯高校の第１学年から第３学年までとする。
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２ 前項に規定する期間に休学又は停学の期間が含まれる場合は、当該期

間を除いた期間を補助対象期間とする。

（一部改正〔令和２年告示１５６号〕）

（補助対象経費）

第５条 補助の対象となる経費は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通学の経路及び方法により算

定した通学費とする。ただし、当該通常の通学の経路及び方法により算

定した最も低廉となる定期券の価格に相当する額（複数の公共交通機関

を利用して通学する場合は、各公共交通機関の最も低廉となる定期券の

価格に相当する額を合算した額）の一月分に相当する額（以下「基準額」

という。）が６，０００円未満である場合は、補助金の交付の対象とし

ない。

（全部改正〔令和２年告示１５６号〕、一部改正〔令和４年告示

８０号〕、７年告示１００号〕）

（広電バス佐伯線のみを利用して通学する場合の補助金の額）

第６条 広電バス佐伯線のみを利用して通学する場合であって、定期券が

月単位である場合の補助金の額は、佐伯線補助基準額（基準額から６，

０００円を減じた額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てた額）をいう。以下同じ。）に定期券の通用期間に相当する月数を

乗じて得た額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、定期券の通用期間に一月未満の日数が含ま

れる場合の補助金の額は、当該日数を３０で除した割合を佐伯線補助基

準額に乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）に、当該日数を除く定期券の通用期間に相当する月数を佐伯線補

助基準額に乗じた額を加えて得た額（１００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てた額）とする。

（全部改正〔令和４年告示８０号〕、一部改正〔令和７年告示１

００号〕）
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（広電バス佐伯線以外の公共交通機関のみを利用して通学する場合の補

助金の額）

第７条 広電バス佐伯線以外の１又は複数の公共交通機関を利用して通学

する場合であって、定期券が月単位である場合の補助金の額は、佐伯線

以外補助基準額（基準額から６，０００円を減じた額に４分の３を乗じ

て得た額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

をいう。以下同じ。）に定期券の通用期間に相当する月数を乗じて得た

額とする。

２ 広電バス佐伯線以外の１又は複数の公共交通機関を利用して通学する

場合であって、定期券の通用期間に一月未満の日数が含まれる場合の補

助金の額は、当該日数を３０で除した割合を佐伯線以外補助基準額に乗

じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に、

当該日数を除く定期券の通用期間に相当する月数を佐伯線以外補助基準

額に乗じた額を加えて得た額（１００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、広電バス佐伯線以外の複数の公共交通機

関を利用して通学する場合であって、定期券の通用期間が異なるときの

補助金の額は、佐伯線以外補助基準額をそれぞれの公共交通機関に係る

最も低廉となる定期券の一月分に相当する額で按分した額（１円未満の

端数が生じたときは、按分した額の合計が佐伯線以外補助基準額となる

ように端数を調整した額）をそれぞれの公共交通機関に係る佐伯線以外

補助基準額として、第１項又は前項の規定により算出して合算した額（１

００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

（追加〔令和４年告示８０号〕、一部改正〔令和７年告示１００

号〕）

（広電バス佐伯線を含む複数の公共交通機関を利用して通学する場合の

補助金の額）

第８条 広電バス佐伯線を含む複数の公共交通機関を利用して通学する場

合であって、定期券がいずれも月単位である場合の補助金の額は、次に
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掲げる額を合算した額とする。ただし、広電バス佐伯線に係る基準額（１

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「佐伯線基準

額」という。）が６，０００円未満である場合の第２号の規定による算

定は、６，０００円から佐伯線基準額を減じた額を広電バス佐伯線以外

の公共交通機関に係る基準額から減じた額に４分の３を乗じて得た額

（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「例

外佐伯線以外補助基準額」という。）に定期券の通用期間に相当する月

数を乗じて得た額とする。

(1) 佐伯線補助基準額に定期券の通用期間に相当する月数を乗じて得

た額

(2) 広電バス佐伯線以外の公共交通機関に係る基準額に４分の３を乗

じて得た額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額。以下「複数佐伯線以外補助基準額」という。）に定期券の通用期

間に相当する月数を乗じて得た額

２ 広電バス佐伯線を含む複数の公共交通機関を利用して通学する場合で

あって、定期券の通用期間に一月未満の日数が含まれる場合の補助金の

額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、佐伯線基準額が６，

０００円未満である場合の第２号の規定による算定は、当該日数を３０

で除した割合を例外佐伯線以外補助基準額に乗じて得た額（１円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に、当該日数を除く定期券

の通用期間に相当する月数を例外佐伯線以外補助基準額に乗じた額を加

えて得た額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

とする。

(1) 当該日数を３０で除した割合を佐伯線補助基準額に乗じて得た額

（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に、当該日

数を除く定期券の通用期間に相当する月数を佐伯線補助基準額に乗じ

た額を加えて得た額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額）
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(2) 当該日数を３０で除した割合を複数佐伯線以外補助基準額に乗じ

て得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）に、

当該日数を除く定期券の通用期間に相当する月数を複数佐伯線以外補

助基準額に乗じた額を加えて得た額（１００円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てた額）

３ 前２項の規定にかかわらず、広電バス佐伯線を含む複数の公共交通機

関を利用して通学する場合であって、定期券の通用期間が異なるときの

補助金の額は、前２項の規定に準じて計算する。ただし、定期券の通用

期間が異なることにより基準額に満たない期間が市長が定める期間以上

ある場合は、当該期間は、補助金の交付の対象としない。

（追加〔令和４年告示８０号〕、一部改正〔令和７年告示１００

号〕）

（払戻しを受けた期間等が含まれる場合の補助金の額）

第９条 定期券の通用期間に払戻しを受けた期間その他補助金を交付する

ことが適当でないと市長が認める期間が含まれる場合の補助金の額は、

前３条の規定により算出した額から当該期間に相当する額を減じた額

（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

（追加〔令和４年告示８０号〕）

（交付申請）

第１０条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」と

いう。）は、広島県立佐伯高等学校通学費補助金交付申請書（別記様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長

に提出しなければならない。

(1) 購入した定期券の写し又は定期券の購入を証明するもの

(2) 在学証明書又は学生証の写し

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（一部改正〔令和２年告示１５６号・４年８０号〕）

（交付決定及び通知）
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第１１条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、そ

の結果を広島県立佐伯高等学校通学費補助金交付決定通知書（別記様式

第２号）又は広島県立佐伯高等学校通学費補助金不交付決定通知書（別

記様式第３号）により申請者に通知するものとする。

（一部改正〔令和４年告示８０号〕）

（変更の届出）

第１２条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助の対象となる生徒が補

助金の交付の決定後に次の各号のいずれかに該当することとなったとき

は、申請事項等変更届（別記様式第４号）により、市長に届け出なけれ

ばならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 通学の経路又は方法を変更したとき。

(3) 定期券を解約したとき又は定期券の払戻しを受けたとき。

(4) この要綱以外の法令等により通学費の全部又は一部の給付を受け

ることとなったとき。

(5) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(6) 停学その他の処分を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、申請内容に変更が生じたとき。

（追加〔令和２年告示１５６号〕、一部改正〔令和４年告示８０

号〕）

（補助金の交付手続の特例）

第１３条 規則第２４条の規定に基づき、次に掲げる手続は、省略するも

のとする。

(1) 規則第１２条の規定による実績報告

(2) 規則第１３条の規定による補助金等の額の確定

（一部改正〔令和２年告示１５６号・４年８０号〕）

（決定の取消し等）

第１４条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれか

に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと
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ができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期

限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 期間の途中において転居等により補助対象外となったとき。

(4) 補助の対象となる経費の払戻しを受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当である

と市長が認めるとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消したときは、その旨を広島県立佐伯高等学校通学費補助金交付決定取

消通知書兼返還命令書（別記様式第５号）により補助金の交付の決定を

受けた者に通知するものとする。

（一部改正〔令和２年告示１５６号・４年８０号〕）

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。

（一部改正〔令和２年告示１５６号・４年８０号〕）

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年４月１日）

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和元年７月１日）

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和元年６月２５日告示第２６号）

この告示は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和２年６月１日告示第１５６号）

この告示は、令和２年６月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日告示第８０号）

この告示は、令和４年４月１日から施行する。
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附 則（令和４年１１月１５日告示第２７８号）

この告示は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和７年４月１日告示第１００号）

この告示は、令和７年４月１日から施行する。

（別記）
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様式第１号（第１０条関係）

様式第２号（第１１条関係）

様式第３号（第１１条関係）

様式第４号（第１２条関係）

様式第５号（第１４条関係）


